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○ 森林計画制度について

１ 目 的

森林は、水源の涵養等の多面的機能の発揮を通じて、国民が安全で安心して暮らせ
かん

る社会の実現や、木材等の林産物の供給源としての地域の経済活動と深く結びつくな

ど、さまざまな働きを通じて暮らしを支える大切な存在であり、無秩序な森林の伐採

や開発等は森林資源を減少させ、国民経済に大きな影響を及ぼすこととなる。

そのため、長期的な視点に立った計画的かつ適切な森林の取扱いを推進するため、

森林法において森林計画制度が定められている。

２ 体 系

政府がたてる
【森林・林業基本計画】（森林・林業基本法第１１条）

○森林・林業施策に関する基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定めるとともに、国、
地方公共団体の責務等を明確化
〔基本となる事項〕
・森林・林業施策に関する基本的な方針
・森林の有する多面的機能の発揮並びに林産物の供給及び利用に関する目標

農林水産大臣がたてる
【全国森林計画】（森林法第４条）

（５年ごと１５年計画）（新計画 H31.4～46.3）

○全国的視野に立った森林に関する政策の考
え方と森林施業上の指針及び規範を示す

都道府県知事がたてる
【地域森林計画】（森林法第５条）

（５年ごと１０年計画）
○都道府県の森林関連施策の方向
○伐採、造林、林道、保安林整備などの目標
○市町村森林整備計画策定の規範

市町村長がたてる
【市町村森林整備計画】（森林法第１０条の５）

（５年ごと１０年計画）
○市町村が講じる森林関連施策の方向
○森林所有者が行う伐採・造林などの指針

森林所有者等がたてる
【森林経営計画】（森林法第１１条）

（５年計画）
○森林所有者等が作成する具体的な伐採、
造林等に関する計画

森林管理局長がたてる
【国有林の地域別の森林計画】

（１０年計画）
○国有林整備の方向
○伐採、造林、林道、保安林整備などの目標

自然的、社会経済的な特質、森林の構成、

木材需要の動向などから、県内の森林を

３の流域に分け、それぞれの森林計画区

において５年ごとに１０年間の地域森林

計画を樹立。

現在の各計画区の樹立年は次のとおり。

Ｈ２７年樹立 高梁川下流

Ｈ２９年樹立 吉井川

Ｈ３０年樹立 旭川
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３ 地域森林計画（森林法第５条）

全国森林計画に即して県知事が民有林について、森林計画区別に５年ごとにたて

る１０年計画。岡山県では、高梁川、旭川､吉井川の各流域ごとに策定。

[計画事項]

第１ 計画の対象とする森林の区域

第２ 森林の整備及び保全に関する基本的な事項

第３ 森林の整備に関する事項

委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施、森林施業の共同化その他森

林施業の合理化に関する事項

・森林の経営の受委託等による森林の経営規模の拡大及び森林施業の共同化

に関する方針

・森林経営管理制度の活用の促進に関する方針

・林業に従事する者の養成及び確保に関する方針 等

第４ 森林の保全に関する事項

第５ 保健機能森林の区域の基準その他保健機能森林の整備に関する事項

第６ 計画量等

・間伐立木材積その他の伐採立木材積

・間伐面積

・人工造林及び天然更新別の造林面積

・林道の開設及び拡張に関する計画

・保安林の整備及び治山事業に関する計画

・要整備森林の所在及び面積並びに要整備森林について実施すべき森林施業

の方法及び時期

第７ その他必要な事項

森林計画区の概要

森林計画区名 高梁川下流 旭 川 吉井川
計画樹立年度 平成27年度 平成30年度 平成29年度 県 計
（計画期間） (H28.4.1～H38.3.31) (H31.4.1～H41.3.31) (H30.4.1～H40.3.31)

市 町 村 数 10 6 11 27

資
面 積 (ha) 153,761 125,858 168,108 447,727

源
材 積 (千â) 23,559 19,710 26,994 70,254

状
成長量(千â) 271 231 384 886

況
材 積(â/ha) 153 157 161 157

人工林率(％) 33.5 40.3 47.0 40.5
※資源量は平成30年3月31日現在、四捨五入のため県計が合わないことがある。

高梁川下流森林計画区

旭川森林計画区

岡山県森林計画区位置図

吉井川森林計画区
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４ 地域森林計画樹立・変更の手続きについて

計画案の作成 （計画期間）５年ごとに、その計画をたてる年の翌年

（法第５条） ４月１日以降１０年を一期とする。

計画案の公告・縦覧 （縦覧期間）平成30年11月16日～平成30年12月10日

（法第６条１項）

意見聴取

（法第６条３項） 近畿中国森林管理局長
各市町村長

回答

岡山県森林審議会
（法第６８条）

協 議

（法第６条５項）

同 意

計画樹立・変更

通 知

（法第６条７項）

報 告

公 表
（法第６条７項）

農林水産大臣

市町村長

農林水産大臣
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５ 地域森林計画の樹立・変更の経過について

森 林 高梁川下流 旭 川 吉 井 川

計画区 10市町 6市町村 11市町村 備 考

面 積 153,761 ha 125,858 ha 168,108 ha

23 一斉変更 一斉変更 一斉変更 森林計画制度の見直しに伴う

調 査 全国森林計画の変更

24 調 査 調査・樹立

25 一斉変更 調査・樹立 一斉変更 全国森林計画の策定に伴う

計画数量の見直し

年

26 調 査

27 調査・樹立

28 一斉変更 一斉変更 一斉変更 全国森林計画の変更

度 調 査

29 調 査 調査・樹立

30 一斉変更 調査・樹立 一斉変更 全国森林計画の策定に伴う

計画数量の見直し

31 調 査

※地域森林計画の変更については、全国森林計画の策定等に伴う変更のみ記載している。
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○ 全国森林計画の策定について

１ 全国森林計画の趣旨

全国森林計画は、「森林法」の規定に基づき、「森林・林業基本計画」に即して農林

水産大臣が５年ごとに15年を１期としてたてる計画（平成31年４月１日から平成46年

３月31日の15年間）都道府県知事がたてる地域森林計画等の指針として、森林の整備

及び保全の目標、伐採立木材積や造林面積等の計画量、施業の基準を示すもの。

２ 計画の概要

○ 前計画変更（平成28年５月）以降に生じた新たな施策の導入等を踏まえて、以下

の記述が追加。

・ 森林経営管理制度（新たな森林管理システム）の導入

・ 平成29年７月の九州北部豪雨の流木災害を踏まえた流木対策の推進

・ 花粉症対策に資する苗木の供給拡大を踏まえた花粉症発生源対策の強化

・ 平成29年７月に国において取りまとめた「地域内エコシステムの構築に向けて」

を踏まえた木質バイオマス利用の推進

○ 広域的な流域（44流域）ごとに定めている①森林整備及び保全の目標、②伐採立

木材積、造林面積等の計画量について、森林・林業基本計画（平成28年５月）に示

されている目標等の考え方に即し、新たな計画期間に見合う量が計上。

【森林の整備及び保全の目標】

区 分 現況(a) 計画期末(b) (b)/(a)

育成単層林 10,215 9,964 98％

森林面積（千㏊） 育成複層林 1,053 1,872 178％

天然生林 13,780 13,219 96％

注）現況は平成29年３月31日、計画期末は平成46年３月31日時点の数値

【計画量】

区 分 前計画量(a) 新計画量(b) (b)/(a)

総数 74,526 82,155 110％

伐採立木材積（万㎥） 主伐 31,259 37,707 121％

間伐 43,267 44,448 103％

造林面積 （千㏊） 人工造林 846 1,028 122％

天然更新 857 958 112％

林道開設量 （千km） 58.6 62.4 106％

間伐面積（参考） （千㏊） 7,266 6,784 93％

注）計画期間（平成31年４月１日～平成46年３月31日）の総量
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○ 地域森林計画の樹立・変更について

１ 全国森林計画の策定に伴う地域森林計画の取扱い

今回の全国森林計画の策定内容は、計画事項を追加・変更等をするものではないこ

とから、地域森林計画を一斉変更し、全国森林計画との整合を図らなければならない

という性格のものではないが、全森林計画区において、平成31年度の森林経営管理法

の施行に伴う森林経営管理制度の導入等を踏まえた新たな記述等の反映について行う

こととする。

併せて、編成調査による森林資源の変動、伐採・造林等の計画量の見直しを行うこ

ととする。

２ 地域森林計画の樹立・変更

○樹立：旭川森林計画区

現行の地域森林計画（H26.4.1～H36.3.31）が平成25年度に策定されてから５年経

過することから、森林法第５条第１項に基づき計画の樹立を行う。

○変更：高梁川下流森林計画区、吉井川森林計画区

全国森林計画の策定に伴う伐採・造林等の計画量の見直し、編成調査による森林資

源の変動等により森林法第５条第５項に基づき計画の変更を行う。

【樹立・変更】

地域森林計画

計画区名 樹立年度 平成30年度

（計画期間） 樹立・変更

旭 川 平成25年度 樹 立（５年ごとに樹立）

（H26.4.1～H36.3.31） （H31.4.1～H41.3.31）

高梁川下流 平成27年度 変 更

（H28.4.1～H38.3.31） 全国森林計画における

伐採立木材積等の割振

吉 井 川 平成29年度 量の20％を超える増減

（H30.4.1～H40.3.31）
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３ 新たな施策の導入等を踏まえた記述の追加

Ⅱ 計画事項

第２ 森林の整備及び保全に関する基本的な事項

１ 森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項

（２）森林の整備及び保全の基本方針

森林の整備及び保全に当たっては、森林の有する多面的機能を総合的かつ

高度に発揮させるため、生物多様性の保全及び地球温暖化の防止に果たす役

割並びに近年の地球温暖化に伴い懸念される集中豪雨の増加等の自然環境の

変化や急速な少子高齢化と人口減少、所有者不明森林や整備の行き届いてい

ない森林の存在等の社会情勢の変化に加え、資源の循環利用を通じた花粉症

発生源対策の推進の必要性も考慮しつつ、適正な森林施業の実施や森林の保

全の確保により健全な森林資源の維持造成を推進することとする。

第３ 森林の整備に関する事項

１ 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。）

（１）立木の伐採（主伐）の標準的な方法に関する指針

② また、森林の生物多様性の保全の観点から、施業の実施にあたっては、野

生生物の営巣、餌場、隠れ場として重要な空洞木や枯損木及び目的樹種以外

の樹種であっても目的樹種の成長を妨げないものについては、保残に努める

こと。

加えて、木材等生産機能の発揮が期待され、将来にわたり育成単層林とし

て維持する森林等においては、主伐後の確実な植栽及び保育等を推進するこ

と。

２ 造林に関する事項

造林に関しては、第２の森林の整備及び保全に関する基本的な事項によるほか、

気候、地形、土壌等の自然条件、森林資源の構成、森林に対する社会的要請、施

業制限の状況、木材の利用状況等を勘案して人工造林及び天然更新に関する指針

を定めるものとする。また、更新に当たっては、花粉の少ない森林への転換を図

るため、花粉症対策に資する苗木の植栽、針広混交林への誘導等に努めることと

する。

６ 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施、森林施業の共同化その他森林施

業の合理化に関する事項

（２）森林経営管理制度の活用の促進に関する方針

森林の経営管理（自然的経済的社会的諸条件に応じた適切な経営又は管理

を持続的に行うことをいう。以下同じ。）を森林所有者自ら実行できない場合

には、市町村が経営管理の委託を受け、林業経営に適した森林については意

欲と能力のある林業経営者に再委託するとともに、再委託できない森林及び

再委託に至るまでの間の森林については市町村が自ら経営管理制度の活用を

促進するものとする。
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第４ 森林の保全に関する事項

２ 保安施設に関する事項

（３）治山事業に関する方針

治山事業については、県民の安全・安心の確保を図る観点から、第２の１

に定める「森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基

本的事項」に即し、災害に強い地域づくりや水源地域の機能強化を図るため、

近年、頻発する集中豪雨等による大規模災害の発生のおそれが高まっている

こと及び山腹崩壊等に伴う流木災害を踏まえ、緊急かつ計画的な実施を必要

とする荒廃地等を対象として、植栽及び本数調整伐等の保安林の整備及び渓

間工、山腹工及び地下水排除工等の治山施設の整備を、流域特性に応じた形

で計画的に推進することとし、治山事業の計画量を第６の５の（３）のとお

り計画する。

また、流木対策としては、治山ダムの設置や根系等の発達を促す間伐等の

森林整備、流木化して下流域へ被害を及ぼす可能性の高い流路部の立木の伐

採等に取り組むこととする。
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○ 旭川地域森林計画（案）の概要

Ⅰ 計画の大綱
１ 森林計画区の概況

旭川森林計画区（以下「計画区」という）は、全国森林計画において高梁・吉井川広域

流域（岡山県全域と広島県の一部）のうち県中央部に位置し、一級河川旭川流域の３市３

町村で構成され、総面積214,365haの区域で、県土面積の約30％を占めている。

計画区の北部地域は鳥取県境に連なる上蒜山1,200ｍ、三平山1,010ｍ、毛無山1,218ｍ

など標高1,000ｍを超える山並が中国山地を形成し、山間地域には段丘形状を持つ蒜山盆

地が広がっている。中部地域は、旭川の流れが各地に深い渓谷をつくりながら南下し、周

辺山地は標高300m～600mで台地状に広がる吉備高原地帯の一角を占めている。

さらに、南部地域は金山（500m）等から成る低山山地から岡山平野、瀬戸内海沿岸に至

る地域で、平野部と小起伏山地、丘陵地が交錯している。

２ 前計画の実行結果の概要

前半５カ年における計画の実行結果については次のとおり。

区 分 計 画 実 行 実 行 率

材 主 伐 525千㎥ 80千㎥ 15%

積 間 伐 630千㎥ 504千㎥ 80%

間 伐 面 積 8,944ha 6,384ha 71%

面 人工造林 1,098ha 242ha 22%

積 天然更新 773ha 264ha 34%

林 開設 4km 3.5km 88%

道 拡張 26箇所 16箇所 62%

保 水源かん養 490ha 61ha 13%

安 災害防備 232ha 109ha 47%

林 保健、風致 32ha 0ha 0%

治山事業 68箇所 38箇所 56%

３ 計画樹立に当たっての基本的な考え方

県土の約７割を占める森林は、木材の生産のほか、水資源の確保、洪水や土砂崩れの防

止、森林レクリエーションの場の提供など、私たちの暮らしと深いかかわりをもっている。

また、地球環境の保全が国際的な共通課題となる中で、二酸化炭素を固定し、地球温暖

化の防止や循環型社会の構築に寄与する森林・木材の役割が改めて見直されている。

しかし、これまで森林を守り育ててきた林業は、山村地域の過疎化・高齢化の進行や木

材価格の低迷などにより、次第に停滞し、間伐などの手入れ不足による公益的機能の低下

が危惧されている。県民の様々な要求を満たすことができる健全で多様な森林を育ててい

くためには、県、市町村等行政が、林業・木材産業の活性化、森林とのふれあい、自然環

境の保全といった森林全体を通じた施策を積極的に展開することはもちろんのこと、森林

所有者、林業・木材産業関係者は、健全な森林の育成、地域林業の活性化、県産材の利用
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拡大に向けた主体的な事業展開を図り、県民一人ひとりが、それぞれの立場で森林を守り

育てていく必要がある。

（１）森林整備の在り方

戦後、荒廃した林地の復旧や経済発展に伴う木材需要の増大への対応を図るため推進さ

れてきた人工林の造成はほぼ達成され、流域内における森林資源の整備は、造成の段階か

ら森林を健全な状態に維持し、循環させるための質的充実を図るべき段階となっており、

「伐って・使って・植えて・育てる」という林業のサイクルを循環させ、均等な齢級構成

へと誘導することが必要となっている。

このため、森林整備のための森林区分として、植栽の有無などにより規定されていた人

工林、天然林の区分に代え、育成のための人為の程度及び森林の階層構造に着目して、育

成単層林（単層状態の森林として積極的に育成、管理する森林）、育成複層林（複層状態

の森林として積極的に育成・管理する森林）、天然生林（主として自然力の活用により的

確に保全・管理する森林）に区分することにより、一層の整備を推進していくこととする。

① 育成単層林、育成複層林

・ 高性能林業機械の導入や路網の整備による林業経営基盤の強化を通じて、健全な森

林を維持・造成し、県産材の安定供給を図る。

・ 環境に配慮した小面積皆伐や再造林等による若返り化を進め、人工林の齢級構成の

平準化を図る。

・ 生育途上にある森林の間伐を推進するとともに、土壌の流亡などの恐れのある林分

では、伐期の多様化、長期化を図るなど、自然環境の保全に配慮した森林施業を推進

する。

・ 少花粉スギ等の植栽などにより、花粉発生源の対策を推進する。

・ 育成単層林としての適切な生育が見込めないところや生産性の向上を図ることが困

難なところは、針広混交林等の育成複層林や天然生林へ誘導していく。

② 天然生林

・ 自然力を活用して、四季折々の美しい自然を楽しむことができるような多様で健全

な天然生林を維持することにより、公益的機能の高度発揮を図る。

・ 森林浴、森林レクリエーション、森林・環境教育等県民が森林とふれあう場所とし

て、貴重な森林や里山、身近な都市近郊林を県民へ広く開放し、多様な森林活動の展

開を助長する。

・ 台風等による災害、森林病害虫等の被害、山火事の発生等森林災害に強い森林づく

りを進めることにより、森林機能の低下を防ぐ。

（２）計画推進の基本方針

ア 生産性の高い林業の推進と山村の振興

イ 森林とのふれあいを通じた心の豊かさとゆとりの確保

ウ 自然環境の保全を通じた公益的機能の確保

（３）目標設定の考え方

上記の基本的な考え方に沿って、育成単層林等における林業のサイクルの循環、伐期の

多様化、長期化など森林資源の推移を十分に考慮し、国有林と一層の連携強化を図りつつ、

全国森林計画に即して、森林整備の目標、立木竹の伐採、造林、間伐・保育、林道の開設

等に関する事項を示した。

なお、市町村森林整備計画の策定等に当たっては、森林・林業等に関する諸施策の実施

状況を考慮した上で、この計画に適合して、その効率的な実行の確保が図られるよう考慮

すること。
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Ⅱ 計画事項
第１ 計画の対象とする森林の区域

（単位：ha）

区 分 面 積 備 考（前計画との増減）

総 数 125,857.79 ▲10.28

岡 山 市 32,334.62 ▲5.58

旧 岡 山 市 15,695.46 ▲4.03

旧 御 津 町 7,427.91 ▲1.53

旧 建 部 町 6,142.91 ▲0.05

旧 瀬 戸 町 2,230.31 0.04

旧 灘 崎 町 838.03 ▲0.01

市 玉 野 市 5,837.84 0.06

真 庭 市 58,882.77 0.98

町 旧 北 房 町 5,150.62 0.07

旧 勝 山 町 11,216.34 0.20

村 旧 落 合 町 10,943.10 0.00

旧 湯 原 町 9,739.09 0.18

内 旧 久 世 町 5,595.60 0.08

旧 美 甘 村 5,676.21 0.36

訳 旧 川 上 村 4,124.87 0.09

旧 八 束 村 3,418.68 ▲0.09

旧 中 和 村 3,018.26 0.09

新 庄 村 5,721.11 ▲0.08

久 米 南 町 5,129.81 ▲0.02

吉 備 中 央 町 17,951.64 ▲5.64

旧 加 茂 川 町 9,584.57 ▲0.51

旧 賀 陽 町 8,367.07 ▲5.13

再 備前県民局（支局を除く） 56,124.10 ▲11.16

美作県民局（支局を除く） 5,129.81 ▲0.02

掲 美作県民局真庭支局 64,603.88 0.90
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第２ 森林の整備及び保全に関する基本的な事項

１ 森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項

(1) 森林の整備及び保全の目標

森林の主な機能として、水源涵養機能、山地災害防止機能／土壌保全機能、快適環
かん

境形成機能、保健・レクリエーション機能、文化機能、生物多様性保全機能、木材等

生産機能に区分し、その機能発揮の上から望ましい森林資源の姿、森林整備及び保全

の基本方針を次のとおりとする。

(2) 森林の整備及び保全の基本方針

森林の整備及び保全に当たっては、森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発

揮させるため、生物多様性の保全及び地球温暖化の防止に果たす役割並びに近年の地

球温暖化に伴い懸念される集中豪雨の増加等の自然環境の変化や急速な少子高齢化と

人口減少、所有者不明森林や整備の行き届いていない森林の存在等の社会的情勢の変

化に加え、資源の循環利用を通じた花粉症発生源対策の推進の必要性も考慮しつつ、

適正な森林施業の実施や森林の保全の確保により健全な森林資源の維持造成を推進す

ることとする。

(3) 計画期間内において到達し、かつ、保持すべき森林資源の状態等

単位 面積：ｈａ、蓄積：㎥/ｈａ

現 況 計画期末
区 分

(平成30年度) (平成40年度)

面 育 成 単 層 林 ５２，４３３ ５０，９６４

育 成 複 層 林 ２，６０５ ４，０７４

積 天 然 生 林 ６５，５２８ ６５，５２８

森 林 蓄 積 （ â ／ h a ） １６３ １８１

機能 対象とすべき森林 望ましい姿 森林整備及び保全の基本方針

・ダムの集水区域 ・適切な保育・間伐により下層植生や樹木の根を発達させる
・主要な河川の上流に位置する森林 ・伐採は縮小並びに分散

・ダム上流部では、保安林の指定とその適切な管理を推進
・林床の裸地化の縮小並びに回避
・集落等に近接した地域では、保安林の指定や治山施設の
設置を推進
・樹種の多様性を増進する施業を推進
・適切な保育・間伐等を推進
・快適な環境保全のための保安林の指定とその適切な管理

・多様な樹種等からなる森林 ・広葉樹の導入などによる多様な森林整備を推進
・保健活動に適した施設が ・保健等のための保安林の指定とその適切な管理
整備されている森林

・史跡、名勝等の所在する森林 ・美的景観の維持・形成に配慮した森林整備を推進
・史跡等と一体的に優れた自然景 ・風致のための保安林の指定とその適切な管理を推進
観等を形成する森林

・原生的な森林生態系である森林 ・森林構成を維持
・貴重な生物種が生育・生息する ・野生生物のための回廊の確保にも配慮
森林

・健全性を確保
・適切な森林、保育及び間伐等を推進
・施業の集団化や機械化を通じた効率的な整備を推進

・林木の生育に適し、効率的な森林
施業が可能な森林

・良好な樹木により構成され、
成長量が高い森林
・林道等の基盤施設が適切に
整備されている森林

木材等生産機能

文化機能

・潤いのある自然景観や歴史
的風致を構成
・文化・教育的活動に適した
施設が整備されている森林

生物多様性保全
機能

・様々な生育段階や樹種が構
成される森林

快適環境形成
機能

・騒風害、霧害等の気象災害を防止
する効果が高い森林

・樹高が高く枝葉が多く、遮へ
い能力や汚染物質の吸着能
力が高い森林

保健・レクリエー
ション機能

・観光的に魅力のある自然環境や植
物群落を有する森林

水源涵養
かん

機能

・下層植生や根が発達し、保
水能力の高い森林土壌を有
する森林

山地災害防止／
土壌保全機能

・山腹崩壊等により人命・人家等施設
に被害を及ぼすおそれがある森林

・下層植生や根が発達し、根
が深く広く発達し、土壌を保持
する能力に優れた森林
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第３ 森林の整備に関する事項

１ 森林の立木竹の伐採に関する基本的事項

(1) 立木の伐採（主伐）の標準的な方法に関する指針

(ｱ)皆伐

主伐のうち、択伐以外のものとする。

皆伐に当たっては、気候、地形、土壌等の自然的条件及び公益的機能の確保の必

要性を踏まえ、適切な伐採区域の形状、一か所当たりの伐採面積の規模及び伐採区

域のモザイク的配置に配慮し、適確な更新を図ることとする。

(ｲ)択伐

主伐のうち、伐採区域の森林を構成する立木の一部を伐採する方法であって、単

木・帯状又は樹群を単位として、伐採区域全体ではおおむね均等な割合で行うもの

とする。

択伐に当たっては、森林の有する多面的機能の維持増進が図られる適正な林分構

造となるよう、一定の立木材積を維持するものとし、適切な伐採率とすることとす

る。

(2) 立木の標準伐期齢に関する指針

森林の平均成長量が最大となる林齢を基準に、森林の有する公益的機能、既往の平

均伐採齢及び森林の構成を勘案して定める。

ス ギ ヒノキ アカマツ その他 クヌギ その他

クロマツ 針葉樹 広葉樹

40年 45年 35年 40年 15年 20年

(3) 主伐材積の計画量 単位：千㎥

区 分 総 数 針葉樹 広葉樹

総 数 １，１２１ １，０６５ ５６

前半５カ年の

計画量 ５６０ ５３２ ２８

２ 造林に関する事項

(1) 人工造林に関する指針

造林に関しては森林の整備及び保全に関する基本的な事項によるほか、気候、地形、

土壌等の自然条件、森林資源の構成、森林に対する社会的要請、施業制限の状況、木

材の利用状況等を勘案して人工造林及び天然更新に関する指針を定めるものとする。

また、更新に当たっては、花粉の少ない森林への転換を図るため、花粉症対策に資

する苗木の植栽、針広混交林への誘導等に努めることとする。

(ｱ)人工造林の対象樹種に関する指針

造林樹種は、スギ、ヒノキ、マツ及びクヌギ等の高木性広葉樹とし、選定にあた

っては、適地適木を旨としながら、種苗の需給動向等を勘案するとともに、多様な

森林づくりを行う観点から、広葉樹や郷土樹種を含めた幅広い樹種を定める。

(ｲ)人工造林の標準的な方法に関する指針

スギ、ヒノキ、マツ、クヌギの植栽本数は、下表によるものとし、既往の植栽本

数や施業体系を勘案して、仕立方法別に定める。
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樹 種 仕立方法 植栽本数(本/ha)

ス ギ 密仕立て ４,５００

ヒ ノ キ 中仕立て ３,３００

疎仕立て ３,０００

マ ツ 中仕立て ５,０００

ク ヌ ギ 中仕立て ３,０００

地拵えは、伐採木や枝条等が植栽の支障とならないようにし、気象害や林地の保全

に配慮する必要がある場合は筋置とする。

また、植付けは、気候その他の立地条件や植付け方法を勘案して、適期に行う。

(2) 天然更新に関する指針

植栽によらなければ適確な更新が困難な森林以外の森林であって、気候、地形、土

壌等の自然的条件、林業技術体系等からみて、主として天然力を活用することにより

適確な更新が図られる森林において行うことを定めるものとする。

(ｱ)天然更新の対象樹種に関する指針

適地適木を旨として、自然条件、周辺環境等を勘案し、天然更新の対象樹種（後

継樹として更新の対象とする高木性の樹種、以下同じ、）について定めることとし、

ぼう芽更新が可能なものについては、区分して岡山県天然更新完了基準で定めるこ

ととする。なお、標準的な方法及び天然更新をすべき期間に関する指針についても、

岡山県天然更新完了基準で定めることとする。

(3) 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する指針

天然更新が期待されない場合は、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林とし

て特定する。

(4) 人工造林及び天然更新別の造林面積の計画量

単位：ｈａ

区 分 人工造林 天然更新

総 数 ２，５５２ １，５６１

前半５カ年の

計画量 １，２７６ ７８１

３ 間伐及び保育に関する事項

(1) 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法に関する指針

森林の立木の生育の促進並びに林分の健全化及び利用価値の向上を図るため、下表

に示す内容を基礎とし、既往の間伐の方法を勘案して適正な林分構成が維持されるよ

う、適切な伐採率により繰り返し行うこととする。

樹 種 施業体系 間 伐 時 期 （年） 間 伐 の 方 法

初回 2回目 3回目 4回目 【選木方法】

小径材生産 １４ １７ ２１ ２５ １、２回は形質不良木を中心に、

ス ギ 一般材生産 １７ ２１ ２６ ３１ ３回目以降は形質不良木ととも

大径材生産 １９ ２６ ３５ ― に、成長の良い優勢木も対象と

小径材生産 １７ ２２ ２７ ３２ する。

ヒノキ 一般材生産 ２１ ２６ ３１ ３７ 【間伐量】

大径材生産 ２１ ２８ ３７ ― 中国地方林分密度管理図による。
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(2) 保育の標準的な方法に関する指針

森林の立木の生育の促進及び林分の健全化を図るため、下表に示す内容を基礎とす

る。

保育の 樹 種 実 施 年 齢 ・ 回 数
備 考

種 類 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15

６ ～ ８ 月に
ス ギ △ ① ① ① ① △ 必 要 に 応じ

て ２ 回 程度
下 刈 実施

ヒノキ △ ① ① ① ① ① ① △

ス ギ △ △

蔓切り

ヒノキ △

ス ギ △ △

除 伐

ヒノキ △ △

注）○印は通常予想される実行標準 ○内の数字は回数 △印は必要に応じて行う実行標準

(3) 間伐材積及び間伐面積の計画量

(ｱ)材積 単位：千㎥

区 分 総 数 針葉樹 広葉樹

総 数 １，２９４ １，２９４ ０

前半５カ年の

計画量 ６４７ ６４７ ０

(ｲ)面積 単位：ｈａ

区 分 面 積

総 数 １６，４８４

前半５カ年の

計画量 ８，２４２
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４ 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項

公益的機能別施業森林として、水源涵養機能、山地災害防止機能／土壌保全機能、快
かん

適環境形成機能、保健・レクリエーション機能、文化機能及び生物多様性保全機能とし、

各公益的機能の維持増進を図るための森林施業を積極的かつ計画的に実施することが必

要かつ適切と見込まれる森林の区域について設定することとする。なお、木材等生産機

能の維持増進を図る森林の区域については、林木の生育が良好な森林で地形、地理等か

ら効率的な森林施業が可能な森林の区域について設定することとする。

５ 林道の開設その他林産物の搬出に関する事項

(1) 林道等の開設及び改良に関する基本的な考え方

林道等路網の開設については、傾斜等の自然条件、事業量のまとまり等地域の特性

に応じて環境負荷の低減に配慮しながら、木材の搬出や多様な森林への誘導等に必要

な森林施業を効果的かつ効率的に実施するため、一般車両の走行を想定する「林道」、

主として森林施業用の車両の走行を想定する「林業専用道」、集材や造材等の作業を

行う林業機械の走行を想定する「森林作業道」からなる路網と高性能林業機械を組み

合わせた低コストで効率的な作業システムに対応したものとする。

また、林道と林業専用道を併せたものを基幹路網、森林作業道を細部路網と定める

こととする。

○基幹路網の現状 単位 延長：ｋｍ

区 分 路線数 延長

基幹路網 ３６８ ５３９

うち林業専用道 ０ ０

公益的機能別施業森林等
の種類

区域の設定基準 施業の方法に関する指針

水源の涵養の機能の維持増進を
図るための森林施業を推進すべ
き森林

水質の保全又は水量の安定的確保のため伐採
の方法を定める必要がある森林
・標高の高い地域、渓床又は河床勾配の急な地域
・短時間に強い雨の降る頻度が高い地域
・大面積の伐採が行われがちな地域　　　　　　　　等

・伐期の間隔の拡大
・伐採面積の規模の縮小

土地に関する災害の防止及び土
壌の保全の機能の維持増進を図
るための森林施業を推進すべき
森林

人家、奥地、森林、道路その他施設の保全の
ため伐採の方法を定める必要がある森林
・傾斜が急な箇所
・地表流下水又は地中水の集中流下する箇所
・基岩の風化が異常に進んだ箇所、破砕帯又は
　断層線上にある箇所
・表土が薄く乾性な土壌からなっている箇所　　　　等

快適な環境の形成の機能の維持
増進を図るための森林施業を推
進すべき森林

生活環境の保全及び形成のため伐採の方法を
定める必要がある森林
・都市近郊林等に所在する森林、市街地等と一体と
　なって優れた景観美を構成する森林
・気象緩和、騒音防止等の機能を発揮している
　森林　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　等

保健文化機能の維持増進を図る
ための森林施業を推進すべき
森林

自然環境の保全及び形成並びに保健・文化・
教育的利用のため伐採の方法を定める必要
がある森林
・湖沼、瀑布、渓谷等の景観と一体となって優れた
　自然美を構成する森林
・ハイキング、キャンプ等の保健・文化・教育的利用
　の場として利用されている森林
・貴重な動植物の保護のため必要な森林　　　　　　等

木材の生産機能の維持増進を
図るための森林施業を推進すべ
き森林

林木の生育が良好な森林で地形等から効率的
な森林施業が可能な森林

・持続的・安定的な木材生産が
　可能となる資源構成を維持
・路網整備、集約化等を推進

・特に機能の発揮を図る必要が
　ある場合は、択伐による複層林
　施業
・それ以外は、択伐以外による
　複層林施業
・適切な伐区の形状・配置等に
　より、機能の確保が可能な場合
　は、長伐期施業
・皆伐する場合は縮小及び分散

かん
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(2) 開設又は拡張すべき林道の種類別、箇所別の計画数量

開 設 拡 張
備 考

総 数 基 幹 そ の 他 改 築 改 良 舗 装
(ｍ) (ｍ) (ｍ) (ｍ) (箇所) (ｍ)

73,917 0 71,587 2,330 107 84,209

(3) 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムの基本的な考

え方

効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準の基本的な考え方として、次の

表を目安として林道、林業専用道及び森林作業道を適切に組み合わせて開設すること

とする。

単位：ｍ／ｈａ

区 分 作業システム 路網密度

基幹路網

緩傾斜地

（０～１５°） 車 両 系 １００～２５０ ３５～５０

中傾斜地 車 両 系 ７５～２００

（１５～３０°） 架 線 系 ２５～７５ ２５～４０

急傾斜地 車 両 系 ６０～１５０

（３０～３５°） 架 線 系 １５～５０ １５～２５

急峻地

（３５°～） 架 線 系 ５～１５ ５～１５

(4) 路網の規格・構造についての基本的な考え方

適切な規格・構造の路網の整備を図る観点から、路網整備にあたっては、林道規程、

林業専用道作設指針、岡山県林業専用道作設指針及び岡山県森林作業道作設指針に則

り開設することとする。

６ 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施、森林施業の共同化その他森林施業の合

理化に関する事項

森林施業の合理化については、流域内の森林・林業・木材産業関係者の合意の形成を

図りつつ、以下の項目について地域の実情に応じ計画的かつ総合的に推進することする。

(1) 森林の経営の受委託等による森林の経営規模の拡大及び森林施業の共同化に関する

方針

森林所有者等への働きかけや施業集約化に向けた長期の施業の受委託など森林の経

営の受委託に必要な環境整備を図ることにより、意欲ある森林所有者・森林組合・民

間事業体への長期の施業等の委託を推進し林業経営の委託への転換を目指すものとす

る。

(2) 森林経営管理制度の活用の促進に関する方針

森林の経営管理（自然的経済的社会的諸条件に応じた適切な経営又は管理を持続的

に行うことをいう。以下同じ。）を森林所有者自ら実行できない場合には、市町村が

経営管理の委託を受け、林業経営に適した森林については意欲と能力のある林業経営

者に再委託するとともに、再委託できない森林及び再委託に至るまでの間の森林につ

いては市町村が自ら経営管理を実施する森林経営管理制度の活用を促進するものとす

る。
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(3) 林業に従事する者の養成及び確保に関する方針

地域が一体となって安定的事業量の確保に努めるとともに、経営の多角化、広域合

併、協業化等による組織・経営基盤の強化等を推進するなど林業事業体の体質強化を

図るものとする。また、林家後継者の確保を図るため、子弟等が林業への関心を持ち

続け林業に就業しうる環境を醸成するとともに、若手林業後継者の活動を育成・支援

に努める。

(4) 作業システムの高度化に資する林業機械の導入の促進に関する方針

生産性の向上及び労働強度の軽減を図るため、高性能林業機械の導入及びそれに伴

う現地の条件に応じた作業システムを効率的に展開できる技術者・技能者の養成を計

画的に推進する。また、森林の多様な機能の継続的な発揮を目指し、森林資源の循環

利用を適切に進めていくため、これまでの伐出作業システムに加え、間伐、択伐等の

非皆伐作業に対応し、傾斜や搬出距離等の作業条件にもきめ細かく対応する伐出作業

システムの普及を推進する。

(5) 林産物の利用促進のための施設の整備に関する方針

ア 木材流通の合理化

安定的な素材生産が行えるよう、高性能林業機械の導入や路網整備等を図るとと

もに低コスト化に努めていく必要がある。

イ 木材加工の合理化

乾燥材、ＪＡＳ製品の生産を促進し、更に工業化を進めるものとする。

ウ 生産・流通・加工を通じた関係者の合意形成

民有林及び国有林を通じ、また川上から川下まで一体となって合理的な木材生産

・流通システムの確立を図り、美作材としての産地銘柄化をより発展させるため、

地域の関係者の合意形成に努めるものとする。

第４ 森林の保全に関する事項

１ 森林の土地の保全に関する事項

樹根及び表土の保全その他林地の保全に特に留意すべき森林の地区の所在は本計画書

に計画図の区画番号を表示、面積の計は63,033.47haとする。

２ 保安施設に関する事項

(1)保安林の整備に関する計画

保安林として管理すべき森林の種類別の計画期末面積 単位：ha

区 分 水源涵養 災害防備 保健・風致
かん

総 数 ２６，２１５ １２，９１２ ３，６５５

前半５カ年の計画量 ２５，７３０ １２，６９６ ３，６２３

注１：災害防備：土砂流出防備、土砂崩壊防止

(2) 実施すべき治山事業の数量

計画地区数 主 な 工 種

１３３地区 渓間工、山腹工、森林整備
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(3) 治山事業に関する方針

治山事業については、県民の安全・安心の確保を図る観点から、「森林の整備及び保

全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項」に則し、災害に強い地域

づくりや水源地域の機能強化を図るため、近年、頻発する集中豪雨等による大規模災

害の発生のおそれが高まっていること及び山腹崩壊等に伴う流木災害を踏まえ、緊急

かつ計画的な実施を必要とする荒廃地等を対象として、植栽及び本数調整伐等の保安

林の整備及び渓間工、山腹工及び地下水排除工等の治山施設の整備を、流域特性等に

応じた形で計画的に推進することとする。

また、流木対策としては、治山ダムの設置や根系等の発達を促す間伐等の森林整備、

流木化して下流域へ被害を及ぼす可能性の高い流路部の立木の伐採等に取り組むこと

とする。

３ 鳥獣害の防止に関する事項

(1) 鳥獣害防止森林区域の基準及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法に関する方針

市町村森林整備計画の策定に当たっては、区域の設定の基準及び鳥獣害の防止の方法

に関する方針を踏まえ、関係行政機関等と連携した対策を推進することとし、鳥獣保護

管理施策や農林被害対策等との連携・調整に努めることとする。

４ 森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関する事項

(1) 森林病害虫等の被害対策の方針

松くい虫被害については、減少傾向はあるが、温暖化傾向の強い昨今の気象状況によ

る被害の増大が懸念されており、空中散布等の予防対策や被害地周辺松林の樹種転換を

推進するなどにより被害の沈静化に努める。

また、ナラ枯れ被害については、被害拡大を防ぐため、早期発見・早期駆除の方針に

より被害状況を把握し、関係機関で情報を共有し、被害先端地等で適切な防除を推進す

る。

(2) 鳥獣害対策の方針

市町村が作成する被害防止計画及び県鳥獣保護事業計画等を踏まえつつ、地元行政機

関、森林組合及び森林所有者等が協力して計画的に行う防護柵の設置や捕獲等の防除活

動を総合的かつ効果的に推進する。

また、生物多様性の確保の観点から野生鳥獣の生息環境にも配慮した針広混交林の育

成や複層林の整備、人と野生鳥獣の棲み分けに配慮した緩衝帯の整備等を推進する。

(3) 林野火災の予防の方針

瀬戸内海沿岸の一帯は、林野火災の多発する地域であるので、防火意識の啓発のため、

各種広報媒体を活用して予防思想の高揚を図ることとする。

５ 保健機能森林の区域の基準その他保健機能森林の整備に関する事項

保健機能森林は、森林の有する保健機能を高度に発揮させるための森林の施業及び公衆

の利用に供する施設の整備の一体的な推進により森林の保健機能の増進を図るべき森林で

ある。

市町村森林整備計画の策定に当たっては、次の事項を指針として、森林資源の構成、周

辺における森林レクリエーションの動向等を勘案して、森林の保健機能の増進を図ること

が適当と認められる場合について保健機能森林の整備に関する事項を定めるものとする。
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(1) 保健機能森林の区域の基準

保健機能の高い森林のうち、自然環境の保全に配慮しつつ、その森林の存する地域の

実情、その森林の利用者の意向等からみて、森林の保健機能の増進を図るため整備する

ことが適当であり、かつ、その森林施業の担い手が存在するとともに、森林保健施設の

整備が行われる見込みのある森林について設定する。

(2) その他保健機能森林の整備に関する事項

保健機能森林の施業については、森林の保健機能の増進を図るとともに、森林保健

施設の設置に伴う森林の有する水源涵養、県土保全等の機能の低下を補完するため、
かん

自然環境の保全及び森林の有する公益的機能の保全に配慮しつつ、択伐施業及び広葉

樹育成施業等多様な施業を積極的に実施する。

また、施設整備に当たっては、自然環境及び県土の保全等に配慮しつつ、地域の実

情、利用者の意向等を踏まえて多様な施設整備を行う。
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○ 高梁川下流及び吉井川地域森林計画変更計画（案）の概要について

１ 計画期間

高梁川下流地域森林計画 平成２８年４月１日～平成３８年３月３１日

吉 井 川 地 域 森 林 計 画 平成３０年４月１日～平成４０年３月３１日

２ 主な変更

(1) 計画対象森林区域の変更
（単位：ha）

森林計画区 変 更 前 変 更 後 増 減 備 考

高梁川下流 153,786.98 153,760.52 ▲26.46 【転入】
－

【転出】
太陽光発電施設 ▲ 17.63ha
(倉敷市、高梁市、新見市、矢掛町)
一般廃棄物処理場 ▲ 4.84ha
(総社市)
その他(農地ほか) ▲ 2.57ha
(倉敷市ほか３市町)

【面積集計時における調整】
▲ 1.42ha

吉 井 川 168,256.90 168,108.38 ▲148.52 【転入】
編成調査による編入 0.01ha
(津山市)

【転出】
森林計画図修正業務 ▲129.52ha
(美作市、西粟倉村)
太陽光発電施設 ▲ 10.78ha
(津山市、備前市、瀬戸内市)
ゴルフ場 ▲ 0.70ha
(和気町)
その他（農地ほか） ▲ 6.15ha
(津山市ほか１市)

【面積集計時における調整】
▲ 1.38ha

(2) 計画対象森林区域の資源量の変更
（単位：千m3）

森林計画区 変 更 前 変 更 後 増 減 備 考

高梁川下流 23,302 23,559 257

吉 井 川 26,649 26,994 345
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(3) 林道の開設又は拡張に関する計画量の変更
(単位：延長ｍ、路線数、箇所数）

高梁川下流森林計画区 吉井川森林計画区
区 分

変更前 変更後 増 減 変更前 変更後 増 減

路線数 71 71 0 56 60 4

開 基 幹 0 0 0 10,917 10,917 0
延

その他 101,643 101,643 0 69,915 69,665 ▲250
設 長

改 築 1,490 1,490 0 1,210 1,210 0
(m)

計 103,133 103,133 0 82,042 82,042 0

改良(箇所) 65 66 1 391 400 9
拡

舗 路線数 32 32 0 76 77 1

張 装 延長(m) 44,700 44,700 0 100,317 100,417 100

【変 更 内 訳】
ア 改良

計 画 区 市 町 村 名 路 線 名 備 考

高梁川下流 里 庄 町 虚空蔵清水線 法面改良 1箇所
こ くうぞう し みず

吉 井 川 瀬戸内市ほか3市町村 本村線ほか6 法面改良ほか 8箇所
ほんむら

イ 舗装

計 画 区 市 町 村 名 路 線 名 備 考

吉 井 川 西 粟 倉 村 湯 船 線 舗装延長 100ｍ
ゆ ぶね

(4) 治山事業に関する計画量の変更
(単位：地区)

高梁川下流森林計画区 吉井川森林計画区

変更前 変更後 増 減 変更前 変更後 増 減

243 259 16 172 179 7

(5) 要整備森林に関する面積の変更
(単位：ｈａ)

高梁川下流森林計画区 吉井川森林計画区
区 分

変更前 変更後 増 減 変更前 変更後 増 減

面 積 140.63 43.60 ▲97.03 147.0 4.20 ▲142.80
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○ 森林保全部会処理事項の報告

開 催 答申年月日
年度 諮 問 事 項 備 考

年 月 日 答申の内容

30 30.7.3 和気郡和気町南山方外２地区内 30.7.6 開発行為に係る森林面積
における太陽光発電所の建設に 16.0164ha
係る林地開発の許可 適当と 開発行為の目的

認める 太陽光発電所の建設
申請者:パシフィコ・エナジー

備前合同会社
職務執行者 松尾大樹
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